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和歌山大学教育学部教員選考規則 

制  定 平成 ５年 ６月 ８日 

最終改正 令和 ２年 ３月２７日 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、和歌山大学教育学部（以下「本学部」という｡）における専任教員

（交流人事による者並びに実務家教員（教育実践分野における高度な専門職教育に関し

て、高度な実務上の実績を有する者）を除く。）の選考に関し、必要な事項を定める。 

２ 交流人事による専任教員の選考については、別に定める。 

３ 実務家教員の選考については、別に定める。 

４ 特任教員の選考については、別に定める。 

５ 非常勤講師の選考については、別に定める。 

 

   第２章 選考及び選考機関 

 （選考） 

第２条 教員選考は、別に定める「和歌山大学教育学部教員選考基準」に基づき、この規則

によって教授会が行う。 

（選考機関） 

第３条 教員選考を実施するための選考機関として、教授会のもとに人事協議会、人事委員

会及び資格審査委員会を置く。 

２ 各選考機関に関する規程は、別に定める。 

 

   第３章 教員選考の手続き 

（教員の採用案） 

第４条 教員の採用案の作成及び提出は、次の手順で行う。 

（１） 学部長は、講座・学科目（以下「講座等」という。）から教員の配置の申し出があ

つたとき、人事協議会を招集する。 

（２） 人事協議会は、本学部教員組織整備の観点から、教員の配置の要否並びに専攻分

野及び職名について、当該講座等と協議する。 

（３） 学部長は、人事協議会と当該講座等との協議の結果を教授会に諮り、その承認を

得る。 

（４） 学部長は、教授会において新たな教員の配置の要望方針が決定されたときは、教

員の採用案として国立大学法人和歌山大学教員組織運営委員会（以下「教員組織運

営委員会」という。）あてに提出する。 

（５） 学部長は、当該教員の採用案に係る国立大学法人和歌山大学教員組織運営委員会

教員選考委員長から選考結果の回付を受けたときは、人事協議会又は当該講座等に

意見を聞くことができる。 

 （昇任候補者の選考） 

第５条 昇任候補者の選考は、次の手順で行う。 

（１） 学部長は、昇任人事を行うに当たり、人事協議会を招集する。 
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（２） 人事協議会は、本学部教員組織整備の観点から、昇任人事に関する必要な事項に

ついて協議する。 

（３） 学部長は、人事協議会における協議の結果を人事委員会に諮った後、教授会の承

認を得る。 

（４） 学部長は、教授会において昇任人事を行うことが決定されたときは、選考手続き

の期日等について人事委員会に諮った後、本学部の教員に公示する。 

（５） 昇任候補者は、指定された期日までに、業績の紹介者として２名以上の本学部の

教授又は准教授を選任し、選考に必要な資料を提出する。 

（６） 学部長は、資格審査委員会の設置を教授会に諮り、資格審査委員会を組織する。 

（７） 資格審査委員会は、昇任候補者の経歴及び業績等に関する審査を行い、本学部教

員選考基準を満たしていると判断した全ての候補者について、選考に必要な資料を

添えて人事委員会に推薦するとともに、審査経過について報告する。 

（８） 人事委員会は、資格審査委員会から推薦された昇任候補者の選考を行い、原案を

教授会に提出する。 

（９） 人事委員会は、資格審査委員会が提出した資料に不備があると判断したとき及び

審査結果に疑義があると判断したときは、資料の再整備及び再審査を資格審査委員

会に求めることができる。 

（教員の昇任案） 

第６条 教授会は、人事委員会の原案を審議し、昇任候補者を決定する。 

２ 昇任候補者に関する人事委員会原案が、教授会において否決されたときは、改めて昇任

人事は行わない。 

３ 学部長は、第１項で決定した昇任候補者を教員組織運営委員会に推薦する。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、教員選考に必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この規則は、平成５年６月８日から施行し、平成５年４月１日から適用する。 

２ 教育学部教官選考規程（昭和３０年３月１日制定）、〔教育学部教官選考規程に関する〕

申合せ（昭和３０年３月１日制定）、和歌山大学教官選考基準教育学部運用内規（昭和３

０年３月１日制定）、和歌山大学教育学部教官選考実施要領（昭和３３年１月１日制定）、

〔和歌山大学教育学部教官選考実施要領に関する〕申合せ（昭和３３年１月１日制定）及

び教官選考規定等の当面の取扱いについての申合せ（平成３年１２月１９日）は、廃止す

る。 

   附 則（平成１３年３月２１日一部改正） 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第６１０号） 

 この改正規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年２月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第１５９５号） 

１ この改正規則は、平成２７年２月２７日から施行し、平成２６年４月１日から適用す

る。 

２ 和歌山大学教育学部教員選考委員会規程（平成５年４月９日制定）は、廃止する。 
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附 則（平成２８年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１８１６号） 

この改正規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第２２７７号） 

この改正規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 


